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私たち税理士法人プライスウォーターハウスク

ーパースは、全世界149カ国に14万人のスタ
ッフを擁する世界最大級の会計事務所プライ

スウォータハウスクーパース(PwC)の日本に
おけるメンバーファームです。日本最大級のタ

ックスアドバイザーとして、公認会計士、税理

士等約480人のスタッフから成る専門家集団
であり、そのうち約100名が金融部に所属して
います。  
PwCのグローバルネットワークの価値を最大
限に活用しつつ、日本を拠点として世界を舞

台に事業展開される企業にValue for Money
としてご満足をいただけるサービスを提供する

ことが私たちの理念です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本Tax Newsでご紹介するのは、一般的な事例を前
提としておりますので、個別案件への応用またはよ

り専門的な案件の取引への取組に際しましては、是

非私どもの金融部を皆様の良きパートナーとしてご

利用下さい。 
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日仏租税条約の改正について 
 
 
 
2007年1月11日、日本とフランスとの間で、「所得に対する租税に
関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とフ

ランス共和国政府との間の条約を改正する議定書」（以下、「改正

議定書」）の署名が行われました。改正議定書は現行の条約を部

分的に改正するものであり、今後、両国内での手続が終了した後、

発効します。これにより1996年に発効した現行条約が部分的に改
正され、適用されることとなります。 
 
このニュースレターではこの改正後の条約（以下、「新条約」）にお

ける配当、利子、使用料、株式譲渡所得、匿名組合、社会保険料

の所得控除の取扱いについてご紹介します。新条約におけるこれ

らの所得についての源泉地国での課税および適用限度税率は、次

のように要約されます。 
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 現行条約 新条約 
 

配 
当 

一定の親子間配当 
親子間配当 
上記以外 

0％ 
5％ 

15％ 

一定の親子間配当 
親子間配当 
上記以外 

0％ 
5％ 

10％ 
 

利 
子 

政府、地方公共団体、中央銀

行等が受ける利子等 
上記以外 

0％ 
 
10％ 

政府、地方公共団体、中央銀行等お

よび銀行・保険会社・証券会社等の金

融機関、年金基金等が受ける利子等 
上記以外 

0％ 
 
 
10％ 

使 
用 
料 

すべての受益者 10％ すべての受益者 0％ 

株 
式 
譲 
渡 
所 
得 

事業譲渡類似株式 
不動産化体株式 

源泉地 
国課税 

事業譲渡類似株式 
不動産化体株式 

源泉地 
国課税 

匿 
名 
組 
合 

居住地国課税 0％ 源泉地国課税 20％ 

 
1. 配当、利子、使用料に対する源泉所得税 
 

(1) 配当 
 
免税が適用される一定の親子間配当、もしくは、5%の限度税率が適用される親子間配当について、株式保
有要件が緩和されました。また、それ以外の一般の配当について、限度税率が引き下げられました。また、

年金基金も条約の特典を受ける権利を有することが規定されました。 
 
配当の支払者がフランスの居住者の場合、配当の支払を受ける者が特定される日を末日とする6箇月の期
間を通じ発行済株式の15％以上に相当する株式を直接または間接に所有する法人に支払われる場合は免
税、配当の支払を受ける者が特定される日を末日とする6箇月の期間を通じ発行済株式の10％以上に相当
する株式を直接または間接に所有する法人に支払われる場合には5％、その他の場合には10％の限度税
率が適用されます。 
 
配当の支払者が日本の居住者の場合、配当の支払を受ける者が特定される日を末日とする6箇月の期間
を通じ15％以上の議決権を直接に所有する法人または25%以上の議決権を直接または間接に所有す
る法人に支払われる場合は免税、配当の支払を受ける者が特定される日を末日とする6箇月の期間を通
じ10％以上の議決権を直接または間接に所有する法人に支払われる場合には5％、その他の場合には
10％の限度税率が適用されます。 
 
なお、特定目的会社および投資法人（支払配当の損金算入が認められる法人）が支払う配当については、上

記親子間配当の減免措置は適用されず、一般の配当として10％の限度税率が適用されます。 
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(2) 利子 
 
従来から免税とされていた政府、地方公共団体、中央銀行等が受ける利子等に加えて、銀行、保険会社、証

券会社等の金融機関等および年金基金を受益者とする利子については、源泉地国における課税が免除とな

りました。それ以外の場合は、引き続き利子に対して10％の源泉所得税が課されます。 
 
(3) 使用料 
 
使用料の支払については、源泉地国における源泉所得税の課税が一律に免除となりました。 
 
 
2. 株式譲渡益に対する課税 
 
株式譲渡益に対する課税については、現行の条約から実質的な変更はありません。 
 
(1) 不動産化体株式 
 
一方の締約国の居住者が、その資産価値の50％以上が他方の締約国内に存在する不動産により直接また
は間接に構成される法人の株式を譲渡することにより取得する収益に対しては、不動産の所在地国である

当該他方の締約国において課税されます。 
 
(2) 事業譲渡類似株式 
 
一方の締約国の居住者が他方の締約国の居住者である法人の発行した株式の譲渡によって取得する収益

については、次の要件を満たす事業譲渡類似株式の場合に限り、源泉地国において課税されます。 
• 譲渡者およびその特殊関係者が保有する株式の数が、その譲渡が行われた課税年度中のいかなる時
点においても、その法人の発行済株式の 25％以上であること。 

• 譲渡者およびその特殊関係者がその譲渡が行われた課税年度中に譲渡した株式の総数が、その法人
の発行済株式の 5％以上であること。 

 
 
3. 匿名組合 
 
匿名組合契約に基づく利益の分配については、現行条約の下では居住地国においてのみ課税されると解さ

れてきました。しかし、新条約では、匿名組合契約に基づく利益の分配は源泉地国において課税されること

が明示されました。したがって、匿名組合利益をフランスの居住者に分配する場合には国内法に従って、

20%の源泉所得税が課されます。 
 
 
4. 租税回避防止のための措置 ： 特典条項 
 
第三国居住者が形式的に締約国の居住者となることにより条約の特典を濫用することを排除するため、現行

の日仏租税条約においては、免税とされる一定の親子間配当について特典条項が定められていました。新

条約においては、一定の親子間配当以外の投資所得等に関しても免税の範囲が拡大したことに伴い、その

適用を受けるための特典条項が定められています。具体的には、新条約の特典は個人、適格政府機関のほ

か、次のような法人に限定して適用されます。 
• 主たる種類の株式が公認の有価証券市場に上場され、通常取引されている法人 
• 発行済株式または議決権の 50％以上が他の適格者に所有されている法人（たとえば上場法人の子会
社） 
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• 発行済株式等または議決権の 75％以上が 7 以下の同等受益者（個人、適格政府機関、公認の有価証
券市場に上場され、通常取引されている法人または新条約の特典を濫用する可能性がないと考えられ

る第三国の居住者で、一定の条件を満たす者）により所有されている法人 
 
なお、上記に該当しない場合であっても、実質的に事業を行っている場合や別途税務当局の承認を受けた

場合には、新条約の特典を受けることができます。 
 
これら特典条項の他に新条約では、導管取引および条約特典の濫用防止規定ならびに両国間で課税上の

取扱いが異なる事業体への対応も設けられています。 
 
 
5. 社会保険料条項の導入 
 
一方の締約国の居住者が当該一方の締約国にて就労する場合において、一定の要件を満たした場合、

当該就労国の租税の計算上他方の締約国で支払われた社会保険料について所得控除を認める旨の規定

が設けられました。 
 
 
6. 新条約の適用開始時期 
 
新条約は両国の国内法の手続きにしたがって承認されたことをお互いの国に通告した月の翌々月の初日に

効力を生じます。新条約が2007年12月31日以前に発効した場合、次のものに適用されます。 
 
(1) 日本 

• 源泉徴収される租税については、2008年 1月 1日以後に課税されるもの 
• 源泉徴収されない所得に対する租税については、2008年 1月 1日以後に開始する課税年度の所得 
• 上記以外の租税については、2008年 1月 1日以後に開始する課税年度の租税 

 
(2) フランス 

• 源泉徴収される租税については、2008年 1月 1日以後に取得されるもの 
• 源泉徴収されない所得に対する租税については、2008年 1月 1日以後に開始する課税年度の所得 
• 上記以外の租税については、2008年 1月 1日以後に開始する課税年度の租税 
 
 

なお、本文章は一般的な税務上の取扱いを記載しておりますので、新条約に関連した個別案件に関しまして

は税務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。 
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より詳しい情報につきましては下記担当者にご連絡下さい。 
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鬼頭朱実 
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スチュアート・ポーター

高木宏 

高野公人 

マーク・リム 

中村賢次 

川崎陽子 

梶原みゆき 

斎木信幸 

トム・ビッドウェル 

箱田晶子 

佐々木真美 

今村恭子 

松永智志 

左右浩正 

ギータ・ラム 
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03-5251-2461 

03-5251-2909 
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